
規

則 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
三
種
文
書
等
（
保
存
期
間
が
五
年
の
文
書
等
）
の
項
中
十
を
十
二
と
し
、
九
を
十
一
と

し
、
八
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
第
四
種
文
書
等
（
保
存
期
間
が
三
年
の
文
書
等
）
の
項
中
一
及
び
二
を
削
り
、
三
を
一
と

し
、
四
か
ら
八
ま
で
を
二
か
ら
六
ま
で
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
職
員
が
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
勤
務
整
理
簿
、
旅
行
命
令
簿
、

年
次
休
暇
簿
等
及
び
復
命
書
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

９
 
勤
務
整
理
簿
、
旅
行
命
令
簿
、
年
次
休
暇
簿
等

 

1
0
 
復
命
書
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